
太陽光発電設備設置に係る条例の構成

・答申 ・条例の構成（案）

設備（対象：出力容量制限なし）

【除外】 建築物への設置、国・地方公共団体が設置、営農型、
１０ｋＷ未満の自家消費専用設備等

事前確認・調査

事前協議

周辺住民等への説明会
【対象者】 周辺住民、関係自治会長、地域代表団体

・区域は設定せず、市内全域を届出制
・届出の際には、以下の書類の提出が必須

事業計画届出

【提出書類】 ・位置図、各種図面、写真等 ・説明会記録 ・維持管理計画
・第三者賠償保険等保険証書 ・撤去処分費用に関する書類
・関係法令等（手続）状況 など

施工

完了届出

運用管理

【内容】 ・標識の設置 ・草刈等適正な維持管理、保守点検
・第三者賠償保険等加入 ・撤去処分費用の確保
・安全対策 ・異常発生時の対応
・事業変更届出、廃止届出 ・撤去処分

助言、指導、勧告、命令、公表

設備（対象：地上設置型の１０ｋW以上）

事前確認・調査

事前協議

周辺住民等への説明会

許可を必要としない区域 許可を必要する区域

許可申請（許可基準）

設置許可

事業計画届出

設備設置届出

施工

運用管理

助言、指導、勧告、命令、公表
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